
京丹後市・学校施設「ブロック塀」の点検の概要について 
 
■点検期間 
 6 月 21 日（木）、22 日（金）、25 日（月）～  
 教育委員会事務職員による点検（ブロック塀かどうか確認が必要な施設の調査を継続中） 
 
■調査対象 
 小学校１８校、中学校６校 
 
■点検方法等 
 教育委員会事務局教育総務課職員が、目視で点検。 
 
■点検の内容（別添 学校施設「ブロック塀」の点検） 
 建築基準法施行令 第 62 条の 8 より 
 ①高さ 2.2ｍ以下 
  ⇒すべてのブロック塀が基準内であった。 
 ②壁の厚さ 15 ㎝（高さ 2ｍ以下の塀にあっては 10 ㎝）以上 
  ⇒すべての塀が基準内であった。 
 ③控壁の有無（長さ 3.4ｍ以下ごとに、径 9 ㎜以上の鉄筋を配置した控壁で基礎の部分に

おいて壁面から高さの 5 分の 1 以上突出したもの）（高さ 1.2ｍ以下の塀を除く） 
  ⇒5 校のブロック塀で控壁がなかった（1 校では一部控壁があったが、間隔の基準を満

たしていなかった） 
 ④傾き・ひび割れ・ぐらつきの有無 
  ⇒すべてのブロック塀で傾き・ひび割れ・ぐらつきがなかった。 
 
■現在の対応（別添 学校施設「ブロック塀」の点検） 
 ・ラバーコーンやロープ設置等による注意喚起 
 
■今後の対応（別添 学校施設「ブロック塀」の点検） 
 ・撤去や控壁設置、フェンスへの改修などを検討中。 
 
 
平成 30 年 6 月 29 日 

京丹後市教育委員会事務局 
教育総務課 
電話 0772-69-0610 



学校施設「ブロック塀」の点検

ブロック塀を有する学校施設 H30.6.29

２０５㎝ ６段 プールの洗体槽の壁 控壁なし

１６５㎝ ６段 プールの外周壁（一部） 控壁なし

2 高龍小学校 １３６～１８０㎝ ６段 プールの外周壁（一部） 控壁なし

3 橘小学校 １２２㎝ ６段 プールの外周壁（一部） 控壁なし

１９０㎝ ６段 プールの外周壁 控壁なし

１２２㎝ ６段 プールの出入口塀 控壁なし

1２０～１２５㎝ ５段
元自転車小屋の壁
自転車小屋の壁

控壁なし
（一部あり）

自転車小屋の使用不可。ラバーコーンによ
る注意喚起。

１４０～１４５㎝ ６段 元自転車小屋の壁 控壁なし ・ロープにより立入禁止

２　ブロック塀かどうか確認が必要な学校施設

1 大宮南小学校 ９８～１７０㎝ プールの洗体槽の壁及び外周壁 控壁なし ・ブロック造かどうか図面により確認中。
・ブロック塀と確認できれば、撤去もしくは
控壁設置等の部分改修

今後の対応

4 峰山中学校 ・ラバーコーンによる注意喚起。
・プール横に道路の歩道あり。撤去し改修
（フェンスに変更）

・撤去もしくは控壁設置等の部分改修・ラバーコーンによる注意喚起。

施設名称 ブロック塀の用途

1 久美浜小学校

NO
ブロック塀の高

さ
ブロック
積上げ数

目視による
基準外の
内容

現在の対応

倒壊により隣接家屋への被害が想定され
るため、撤去を検討。

NO
ブロック塀の高

さ
ブロック
積上げ数

目視による
基準外の
内容

現在の対応 今後の対応ブロック塀の用途

5 網野中学校

施設名称
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